
西脇市太陽光発電設備の設置手続に関する条例（案）  

 

（趣旨）  

第１条  この条例は、本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の

生活環境と太陽光発電設備の設置との調和を図るため、太陽光発電

設備の設置に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。  

⑴  太陽光発電設備  電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法（平成 23年法律第  108号）第２条第３項

に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光をエネル

ギー源とするものをいう。ただし、建築物に設置されるものを除

く。  

⑵   事業区域  太陽光発電設備の用に供する土地の区域をいう。  

⑶  開発行為等  太陽光発電設備を設置する行為をいう。  

⑷  設置者  太陽光発電設備を設置する者をいう。  

⑸  管理者  太陽光発電設備を管理する者をいう。  

⑹  施工者  太陽光発電設備の工事を行う者をいう。  

⑺  近隣関係者  太陽光発電設備の設置に伴い生活環境に影響を受

けるおそれがある者として規則で定める者をいう。  

（適用範囲）  

第３条  発電出力 10キロワット以上の太陽光発電設備（設置済みの太

陽光発電設備又は施工中の太陽光発電設備と一体的に開発行為等を

行う場合で、発電出力の合計が 10キロワット以上になるものを含  

む。）の設置であって、事業区域の面積が  5,000平方メートル未満

の場合に適用する。  

（対象地域）  

第４条  この条例の対象地域は市内全域とする。  

（設置者、管理者及び施工者の責務）  

第５条  設置者、管理者及び施工者は、関係法令等を遵守するととも

に、市が行う指導及び助言に協力しなければならない。  

２  設置者は、開発行為等をしようとするときに、災害の防止に努め

るとともに、事業区域内に規則で定める区域が含まれていないこと

を確かめなければならない。  

３  設置者は、開発行為等をしようとするときに、生活環境の保全及

び自然環境の保護について十分に配慮するとともに、近隣関係者と

の良好な関係を保たなければならない。  

４  管理者は、太陽光発電設備が地域環境との調和に支障をきたさな



いよう、適切な管理に努めなければならない。  

５  設置者及び管理者は、太陽光発電設備における災害時及び廃止後

の措置について事前に計画をしておかなければならない。  

（事前協議）  

第６条  設置者は、開発行為等を行おうとするときは、当該太陽光発

電設備の設置に関する事業計画（以下「事業計画」という。）につ

いて、事前にその旨を市長に申し出なければならない。  

２  事前協議を行う際に提出する申出には、次に掲げる事項を定める

ものとする。（条例第 10条において準用する場合も含む。）  

⑴  事業区域の所在地  

⑵   事業区域の面積  

⑶  太陽光発電設備の出力  

⑷  設置者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名

称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。）  

⑸  管理者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名

称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。）  

 ⑹  施工者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名

称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。）  

⑺   設置工事の着工予定日及び完了予定日  

⑻   太陽光発電設備の管理方法（災害時及び太陽光発電設備の廃止

後において行う措置を含む。）  

３  市長は、第１項の申出を受理したときは、事前協議終了通知書を

交付するものとする。  

（事業計画の公表）  

第７条  設置者は、次条に規定する近隣説明会の開催日の 14日前まで

に、事業区域内の公衆の見やすい場所に標識を設置しなければなら

ない。  

（近隣関係者への説明）  

第８条  設置者は、第６条第１項の規定による事前協議を終了した後

に、近隣関係者に対し、事業計画の内容について説明（以下「近隣

説明会」という。）を行わなければならない。  

２  前項の説明を行うに当たっては、設置者は、事業計画の内容につ

いて近隣関係者の理解が得られるように努めなければならない。  

３  設置者は、近隣説明会実施記録により市長に報告しなければなら

ない。  

（事業計画の届出等）  

第９条  設置者は、第６条第１項に規定する事前協議及び第８条第１

項に規定する近隣説明会を終えた後、開発行為等の着手日の 30日前

までに、事業計画を市長に届け出なければならない。  



２  前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画に定

める事項の変更（規則で定める軽微な変更を除く。）をしようとす

るときは、遅滞なく当該変更後の事業計画を市長に届け出なければ

ならない。ただし、当該変更が設置者の氏名及び住所の変更である

場合においては、当該変更後の設置者がこれをしなければならない。  

３  市長は、第１項及び第２項の届出を受理したときは、事業計画受

理書及び事業計画変更受理書を交付するものとする。  

（開発行為等着手の届出）  

第 10条  設置者は、開発行為等の着手日の７日前までに、その旨を市

長に届け出なければならない。  

（開発行為等完了の届出）  

第 11条  第９条第１項又は第２項の規定による届出をした者は、当該

届出に係る設置工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に

届け出なければならない。  

（事業廃止の届出）  

第 12条  設置者又は管理者は、太陽光発電設備を廃止しようとすると

きは、廃止しようとする日の 30日前までに、その旨を市長に届け出

なければならない。  

（事業廃止完了の届出）  

第 13条  前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る廃止工事

が完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければなら

ない。  

（指導又は助言）  

第 14条  市長は、第６条第１項、第９条第１項、同条第２項又は第 13

条の規定による届出があった場合において、必要があると認めると

きは、設置者又は管理者に対し、必要な指導及び助言を行うことが

できる。  

２  設置者又は管理者は、前項の規定による指導を受けた場合は、そ

の処理状況を市長に報告しなければならない。  

（報告の徴収）  

第 15条  市長は、この条例に定めるもののほか、設置者又は管理者に

対し、太陽光発電設備の設置等に関して報告を求めることができる。  

（勧告及び公表）  

第 16条  市長は、設置者又は管理者が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、当該設置者又は管理者に対し、必要な措置を行う

べきことを勧告することができる。  

⑴  第６条１項、第９条第１項、同条第２項又は第 12条の規定によ

る届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。  

⑵  正当な理由なく第 14条の規定による指導に従わないとき。  



２  市長は、前項の規定による勧告を受けたものが当該勧告に従わな

い場合は、その旨を公表することができる。  

（補則）  

第 17条  この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。  

（罰則）  

第 18条  第６条第１項、第９条第１項又は第２項の規定による届出を

せず、若しくは虚偽の届出をし、又は近隣説明会実施記録に虚偽の

記載をして提出した者は、５万円以下の過料に処す。  

（両罰規定）  

第 19条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の 過

料を科す。  

附   則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和  年  月  日から施行する。  

 

 


